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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信手段及びＲＦＩＤタグを備えた携帯型の情報処理端末であって、
　ユーザから入力される音声信号であり、当該ユーザによる情報処理端末本体の動作制御
用の入力情報を受け付ける入力情報受付手段と、
　ユーザ認証用の音声信号によるユーザ識別情報を予め記憶しておくユーザ識別情報記憶
部と、
　前記入力情報受付手段にて受け付けた音声信号と前記ユーザ識別情報とに基づいて、ユ
ーザ認証を行うユーザ認証部と、
　ユーザによる情報処理端末本体の把持状態を表し、当該情報処理端末本体の予め定めら
れた基準となる姿勢からの傾きを表す情報である把持状態情報を検出する把持状態情報検
出手段と、
　前記把持状態情報ごとに対応付けられた情報処理端末の動作制御用の制御内容情報とし
て前記ＲＦＩＤを利用した機能を表す情報を予め記憶しておく制御内容情報記憶部と、
　前記入力情報と前記把持状態情報とに基づいて、予め定められた情報処理端末の動作を
制御する制御手段と、を備え、
　前記ユーザ認証部と前記把持状態情報検出手段とは、前記ユーザ認証部によるユーザ認
証と前記把持状態情報検出手段による前記把持状態情報の検出とを同時に行い、
　前記制御手段は、前記ユーザ認証部による認証結果と前記把持状態情報とに基づいて、
前記制御内容情報記憶部に記憶されている制御内容情報である前記ＲＦＩＤを利用した機
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能を表す情報のうちいずれかを選択し、前記把持状態情報検出手段にて検出した前記把持
状態情報にて表される情報処理端末本体の把持状態である傾きが所定時間以上保たれてい
る場合に、選択した前記制御内容情報に基づいて、情報処理端末の動作を制御する、
ことを特徴とする情報処理端末。
【請求項２】
　前記把持状態情報検出手段が、前記把持状態情報を検出する加速度センサである、こと
を特徴とする請求項１に記載の情報処理端末。
【請求項３】
　無線通信手段及びＲＦＩＤタグを備えた携帯型の情報処理端末の制御方法であって、
　前記情報処理端末が、
　ユーザ認証用の音声信号によるユーザ識別情報と、ユーザによる情報処理端末本体の把
持状態を表す把持状態情報ごとに対応付けられた情報処理端末の動作制御用の制御内容情
報として前記ＲＦＩＤを利用した機能を表す情報と、を予め記憶しておき、
　ユーザから入力される音声信号であり、当該ユーザによる情報処理端末本体の動作制御
用の入力情報を受け付ける入力情報受付工程と、
　ユーザから受け付けた音声信号と前記ユーザ識別情報とに基づいて、ユーザ認証を行う
工程と、
　ユーザによる情報処理端末本体の把持状態を表し、当該情報処理端末本体の予め定めら
れた基準となる姿勢からの傾きを表す情報である前記把持状態情報を検出する把持状態情
報検出工程と、
　前記入力情報と前記把持状態情報とに基づいて、予め定められた情報処理端末の動作を
制御する制御工程と、を有し、
　前記ユーザ認証を行う工程と前記把持状態情報検出工程とは、前記ユーザ認証と前記把
持状態情報の検出とを同時に行い、
　前記制御工程は、前記ユーザ認証による認証結果と前記把持状態情報とに基づいて、記
憶されている前記制御内容情報である前記ＲＦＩＤを利用した機能を表す情報のうちいず
れかを選択し、前記把持状態情報検出工程にて検出した前記把持状態情報にて表される情
報処理端末本体の把持状態である傾きが所定時間以上保たれている場合に、選択した前記
制御内容情報に基づいて、情報処理端末の動作を制御する、
ことを特徴とする情報処理端末の制御方法。
【請求項４】
　無線通信手段及びＲＦＩＤタグと、ユーザ認証用の音声信号によるユーザ識別情報を予
め記憶しておくユーザ識別情報記憶部と、ユーザによる情報処理端末本体の把持状態を表
す把持状態情報ごとに対応付けられた情報処理端末の動作制御用の制御内容情報として前
記ＲＦＩＤを利用した機能を表す情報を予め記憶しておく制御内容情報記憶部と、を備え
た携帯型の情報処理端末に、
　ユーザから入力される音声信号であり、当該ユーザによる情報処理端末本体の動作制御
用の入力情報を受け付ける入力情報受付手段と、
　前記入力情報受付手段にて受け付けた音声信号と前記ユーザ識別情報とに基づいて、ユ
ーザ認証を行うユーザ認証部と、
　ユーザによる情報処理端末本体の把持状態を表し、当該情報処理端末本体の予め定めら
れた基準となる姿勢からの傾きを表す情報である前記把持状態情報を検出する把持状態情
報検出手段と、
　前記入力情報と前記把持状態情報とに基づいて、予め定められた情報処理端末の動作を
制御する制御手段と、を実現させると共に、
　前記ユーザ認証部と前記把持状態情報検出手段とは、前記ユーザ認証部によるユーザ認
証と前記把持状態情報検出手段による前記把持状態情報の検出とを同時に行い、
　前記制御手段は、前記ユーザ認証部による認証結果と前記把持状態情報とに基づいて、
前記制御内容情報記憶部に記憶されている制御内容情報である前記ＲＦＩＤを利用した機
能を表す情報のうちいずれかを選択し、前記把持状態情報検出手段にて検出した前記把持
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状態情報にて表される情報処理端末本体の把持状態である傾きが所定時間以上保たれてい
る場合に、選択した前記制御内容情報に基づいて、情報処理端末の動作を制御する、
ことを実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理端末にかかり、特に、無線通信手段を有する情報処理端末に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話などの情報処理端末が急速に普及し、単なる通話機能だけではなく、メ
ール機能、静止画記録機能、インターネット検索機能、電子マネー機能など、様々な機能
が搭載されている。
【０００３】
　このような携帯電話の多機能化に伴い、所定の機能を容易に操作できる工夫が施された
携帯電話が提案されている（例えば、特許文献１から３参照）。
【０００４】
　特許文献１に開示された技術によれば、携帯電話本体の傾斜を計測するための傾斜セン
サを携帯電話内部に設けており、例えば、電話がかかってきたときに（着信状態時）、携
帯電話本体を逆さまにすることで、傾斜センサが駆動して留守番電話もしくは着信音の消
音のいずれかを実行する。これにより、ユーザは、携帯電話のキー操作をせずに、留守番
電話もしくは着信音の消音の機能を実行させることができる。
【０００５】
　しかしながら、携帯電話本体を逆さまにするという操作は、例えば、片手で行おうとし
た場合、誤って携帯電話を落下させてしまうおそれがあり、操作性に問題が残る。
【０００６】
　また、特許文献２に開示された技術によれば、携帯電話内部に加速度検出手段を設けて
おり、この携帯電話では、加速度検出手段によって得られた加速度データを解析し、その
解析結果に応じて携帯電話の動作モードを自動的に実行する。
【０００７】
　一例として、ユーザは、着信時に特定のキーを押し続けて加速度検出モードに移行させ
た後、加速度モードになっていることを確認する。次に、その携帯電話に、例えばスナッ
プをきかせた振りを所定の回数加える。すると、上記加速度検出手段による加速度の解析
結果に応じて、マナーモードが実行される。
【０００８】
　しかしながら、この場合、特定のキーを押し続けて加速度検出モードに移行させるため
、操作に時間がかかり、着信時に迅速に対応できなくなるおそれが生じる。
【０００９】
　さらに、特許文献３に開示された技術によれば、携帯電話内部に加速度センサを設け、
携帯電話に加えられる加速度を計測し、その加速度に基づいて、ユーザが現在活動してい
る状態を表すユーザ活動状態（静止、歩行、ランニング、乗り物移動など）を推定する。
そして、ユーザ活動状態に応じて、携帯電話の機能が選択され実行される。
【００１０】
　しかしながら、例えば、電車で移動中、電車が停止しているときに車内を歩いて移動す
るなどした場合、ユーザの活動状態の判定が難しく、携帯電話が誤動作するおそれを生じ
る。
【００１１】
【特許文献１】特開２０００－０５９４８２号公報
【特許文献２】特開２００１－１４４８５３号公報
【特許文献３】特開２００５―２８６８０９号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　以上のことから、誤動作が防止されつつ操作性に優れた情報処理端末が提供されること
が望ましい。また、携帯電話などの情報処理端末の多機能化に伴い、セキユリティにも配
慮することも望ましい。
【００１３】
　本発明は、上記事情に鑑み、誤動作を防止しつつ、セキユリティにも配慮するとともに
操作性に優れた情報処理端末、その情報処理端末の制御方法、およびそのプログラムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成する本発明の情報処理端末は、
　無線通信手段を備えた携帯型の情報処理端末であって、
　ユーザによる情報処理端末本体の動作制御用の入力情報を受け付ける入力情報受付手段
と、
　ユーザによる情報処理端末本体の把持状態を表す把持状態情報を検出する把持状態情報
検出手段と、
　上記入力情報と上記把持状態情報とに基づいて、予め定められた情報処理端末の動作を
制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の情報処理端末によれば、入力情報受付手段にて、ユーザによる情報処理端末本
体の動作制御用の入力情報を受け付ける。また、把持状態情報検出手段にて、ユーザによ
る情報処理端末本体の把持状態を表す把持状態情報を検出する。続いて、制御手段にて、
上記把持状態情報と上記入力情報とに基づいて、予め定められた情報処理端末の動作を制
御する。
【００１６】
　これにより、上記把持状態情報と上記入力情報とに基づいて、予め定められた情報処理
端末の動作が制御されるのでセキュリティが確保され、ユーザの意思に反して情報処理端
末の機能が実行されずに済み、誤動作が防止されるとともに手入力によるキー操作を減ら
すことができるので操作性が向上する。
【００１７】
　また、上記入力情報は、ユーザから入力される音声信号である、ことが好ましい。これ
により、上記入力情報がユーザの音声による音声信号以外の場合、情報処理端末の処理を
受け付けないので、例えば、電子マネー機能などの処理を行わせる場合においては、セキ
ュリティが高く確保され、操作も容易となる。
【００１８】
　また、ユーザ認証用の音声信号によるユーザ識別情報を予め記憶しておくユーザ識別情
報記憶部と、
　上記入力情報受付手段にて受け付けた音声信号と上記ユーザ識別情報とに基づいて、ユ
ーザ認証を行うユーザ認証部と、を備え、
　上記制御手段は、
　上記ユーザ認証部による認証結果と上記把持状態情報とに基づいて、予め定められた情
報処理端末の動作を制御する、ことが好ましい。
【００１９】
　上記構成によれば、上記ユーザ識別情報記憶部が、ユーザ認証用の音声信号によるユー
ザ識別情報を予め記憶しており、上記ユーザ認証部が、上記入力情報受付手段にて受け付
けた音声信号と上記ユーザ識別情報とに基づいて、ユーザ認証を行う。さらに、上記制御
手段にて、上記ユーザ認証部による認証結果と上記把持状態情報とに基づいて、予め定め
られた情報処理端末の動作を制御する。
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【００２０】
　これにより、ユーザ認証されたユーザのみ、情報処理端末では、予め定められた情報処
理端末の動作が制御される。したがって、ユーザは、情報処理端末の操作と共にユーザ認
証をすることができる。
【００２１】
　また、上記把持状態情報、及び／又は、上記音声信号ごとに対応付けられた情報処理端
末の動作制御用の制御内容情報を予め記憶しておく制御内容情報記憶部を備え、
　上記制御手段は、
　上記ユーザ認証部にて認証されたユーザの入力情報と上記把持状態情報とに基づいて、
上記制御内容情報記憶部に記憶されている制御内容情報のうちいずれかを選択して、その
制御内容情報に基づいて、情報処理端末の動作を制御する、ことが好ましい。
【００２２】
　上記構成によれば、上記制御内容情報記憶部は、上記把持状態情報、及び／又は、上記
音声信号ごとに対応付けられた情報処理端末の動作制御用の制御内容情報を予め記憶おり
、上記制御手段は、上記ユーザ認証部にて認証されたユーザの入力情報と上記把持状態情
報とに基づいて、上記制御内容情報記憶部に記憶されている制御内容情報のうちいずれか
を選択して、その制御内容情報に基づいて、情報処理端末の動作を制御する。
【００２３】
　これにより、ユーザ認証されたユーザのみ、情報処理端末では、上記制御内容情報記憶
部に記憶されている制御内容情報に基づいて情報処理端末の動作が制御される。したがっ
て、セキュリティが確保された状態で操作性の向上した情報処理端末が得られる。
【００２４】
　また、上記把持状態情報は、情報処理端末本体の予め定められた基準となる姿勢からの
傾きを表す情報である、ことが好ましい。これにより、傾きを表す情報に対応付けて情報
処理端末の動作の実行を行わせることができる。
【００２５】
　また、上記把持状態情報は、情報処理端末本体の加速度を表す情報である、ことが好ま
しい。これにより、加速度を表す情報に対応付けて情報処理端末の動作の実行を行わせる
ことができる。
【００２６】
　また、上記把持状態情報検出手段が、上記把持状態情報を検出する加速度センサである
、ことが好ましい。加速度センサを用いると、上述した、加速度を表す情報や傾きを表す
情報を容易に検出することができる。
【００２７】
　ここで、上記目的を達成する本発明の情報処理端末の制御方法は、
　無線通信手段を備えた携帯型の情報処理端末の制御方法であって、
　上記情報処理端末が、
　ユーザによる情報処理端末本体の動作制御用の入力情報を受け付ける入力情報受付工程
と、
　ユーザによる情報処理端末本体の把持状態を表す把持状態情報を検出する把持状態情報
検出工程と、
　上記入力情報と上記把持状態情報とに基づいて、予め定められた情報処理端末の動作を
制御する制御工程と、を備えたことを特徴とする。
【００２８】
　本発明の情報処理端末の制御方法によれば、上記入力情報受付工程にて、ユーザによる
情報処理端末本体の動作制御用の入力情報を受け付ける。また、上記把持状態情報検出工
程にて、ユーザによる情報処理端末本体の把持状態を表す把持状態情報を検出する。続い
て、上記制御工程にて、上記入力情報と上記把持状態情報とに基づいて、予め定められた
情報処理端末の動作を制御する。
【００２９】
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　これにより、誤動作を防止しつつ、セキュリティにも配慮するとともに操作性に優れた
情報処理端末の制御方法が提供される。
【００３０】
　ここで、上記目的を達成する本発明のプログラムは、無線通信手段を備えた携帯型の情
報処理端末に、
　ユーザによる情報処理端末本体の動作制御用の入力情報を受け付ける入力情報受付手段
と、
　ユーザによる情報処理端末本体の把持状態を表す把持状態情報を検出する把持状態情報
検出手段と、
　上記入力情報と上記把持状態情報とに基づいて、予め定められた情報処理端末の動作を
制御する制御手段と、を実現する。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、誤動作を防止しつつ、セキュリティにも配慮するとともに操作性に優
れた情報処理端末、その情報処理端末の制御方法、およびそのプログラムが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ここでは、本発明のプログラムに
基づいて動作する携帯型の情報処理端末、その情報処理端末で実行される本発明の制御方
法について説明する。
【００３３】
　なお、以下では、本発明の情報処理端末として、携帯電話を例に挙げて説明する。但し
、これは一例であって、携帯電話に限られず、上記特徴を有する他の携帯型の情報処理端
末（例えば、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）など）
であってもよい。
【実施例１】
【００３４】
[構成]
　＜携帯電話＞
　図１は、本発明の一実施形態としての携帯電話の正面図である。本発明における携帯電
話１は、互いに開閉自在な上部筐体１０と下部筐体１１とから構成されている折り畳み式
の携帯電話である。上部筐体１０には、第１の表示部１２、スピーカ発音口１３１が設け
られている。そして、第１の表示部１２は、液晶表示用の液晶ＬＣＤ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕ
ｉｄ　ＣｒｙｓｔａｌＤｉｓｐｌａｙ）からなり、携帯電話１のメニュー等を表示するも
のである。また、スピーカ発音口１３１は、携帯電話内部に設けられているスピーカの音
声を聞き取るものである。
【００３５】
　一方、下部筐体１１には、操作部１４、受話口１５１、およびメニュー切替・実行キー
１６が設けられている。この操作部１４には、１から０までのテンキー、＊キー、および
＃キーなどの操作キーが設けられている。この操作部１４は、操作キーの操作を受け付け
てた後、後述する制御部２に各操作キーの処理の命令を出すものである。また、受話口１
５１は、内部に設けられたマイクにユーザの声を導くものである。
【００３６】
　また、メニュー切替・実行キー１６は、４つのメニュー切替キー（１６１ａ～１６１ｄ
）と実行キー１６２から構成されており、ユーザは、メニュー切替キー（１６１ａ～１６
１ｄ）により第１の表示部１２に表示されるメニュー等を自在に切り替えて設定条件を選
択し、実行キー１６２を押下することで選択条件の操作を実行させる。
【００３７】
　図２は、図１に示す携帯電話が折り畳まれた状態を表す正面図である。この携帯電話１
の前面１７には、第２の表示部１８、発光ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉ
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ｏｄｅ）１９、およびカメラ用撮影レンズ２０が設けられている。第２の表示部１８も液
晶ＬＣＤであって、音声着信を受け付けると、音声着信中の旨の画面表示をする。発光Ｌ
ＥＤ１９は、携帯電話の着信があったときに発光して、ユーザにその旨を知らせるもので
ある。本実施例では、着信があった場合、ユーザが携帯電話１を図２に示す折り畳まれた
状態（閉状態）から図１に示すように開いた状態（開状態）にすると、後述する加速度セ
ンサがオンになる。
【００３８】
　図３は、図１に示す携帯電話の内部構成図である。この携帯電話１には、制御部２、Ｒ
ＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）４、加速度センサ５、音声認識部６、ＡＵＤＩＯインターフェース（Ｉ／
Ｆ）７、スピーカ１３、およびマイク１５が設けられている。
【００３９】
　制御部２は、中央処理装置（ＣＰＵ：Ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）であって、この携帯電話１の動作を総合的に制御するものである。また、ＲＯＭ３は
、データの消去と書き込みが可能なメモリであり、ＲＡＭ４は、制御部２の処理がなされ
るときに使用される制御用のデータが一時的に記憶される。
【００４０】
　加速度センサ５は、３次元方向（相互に直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３軸方向）の加速
度を計測するセンサである。この加速度センサ５にて検出された、各軸方向における検出
値は制御部２に送信され、後述する把持状態情報処理部２２で携帯電話の傾き角度が求め
られる。
【００４１】
　ＡＵＤＩＯインターフェース（Ｉ／Ｆ）７は、デジタル信号をアナログ信号に変換して
スピーカ１３に出力し、又は、マイク１５から入力されたユーザの音声信号（アナログ信
号）をデジタル信号に変換して、そのデジタル信号を音声認識部６に出力する。
【００４２】
　音声認識部６は、このデジタル信号からユーザによる音声の特徴量を抽出してユーザの
声紋データを生成するＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）を
備え、音声認識部６で生成した声紋データは、後述するユーザ認証部２１でユーザ認証用
に用いられる。
【００４３】
　図４は、図３に示す制御部、ＲＯＭ、およびＲＡＭの内部構成を示す図である。このＲ
ＯＭ３にはユーザ識別情報記憶部３１、および制御内容情報記憶部３２といった２種類の
記憶部が形成される。ユーザ識別情報記憶部３１は、音声認識部６で生成したユーザ認証
用の声紋データを予め記憶するものである。この声紋データが本発明にいうユーザ識別情
報の一例に相当する。また、ＲＡＭ４には、入力情報記憶部４１が形成され、音声認証時
にマイク１５から入力された音声信号に基づいて生成された声紋データが一時的に記憶さ
れる。
【００４４】
　また、制御内容情報記憶部３２は、加速度センサ５で検出されるパラメータ範囲（傾き
角度の範囲）とアプリケーション機能との対応付けリストが記憶されている。ユーザが、
この対応付けリストを見たい場合には、メニュー切替・実行キー１６を用いて、表示部１
２に表示することができる。また、ユーザは、対応付けリストを任意に設定することがで
きる。
【００４５】
　図５は、制御内容情報の一例を示す図である。図５では、加速度センサ５が検出する携
帯電話１の傾き角度について、基準となる姿勢の状態から時計回りに４５度以上傾けられ
た状態が１秒以上維持されると、通話機能が起動し、一方、基準となる姿勢の状態から反
時計回りに４５度以上傾けられた状態が１秒以上維持されると、伝言機能が起動すること
を表している。基準となる姿勢については後述する。
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【００４６】
　また、図４に示すように、この制御部２には、ＲＯＭ３に記憶されている本発明の一実
施形態であるプログラムが組み込まれることによって、ユーザ認証部２１、把持状態情報
処理部２２、タイマ管理部２３、動作制御部２４および状態監視部２５が構築される。
【００４７】
　このユーザ認証部２１は、入力情報記憶部４１に記憶された携帯電話使用時の声紋デー
タと、ユーザ識別情報記憶部３１に予め記憶されているユーザの声紋データとを比較して
、一致しているかの認証を行う。
【００４８】
　把持状態情報処理部２２は、加速度センサ５で検出された携帯電話１の傾き角度に基づ
いて、図５に示す制御内容情報記憶部３２の対応付けリストを参照して、制御内容を決定
する。タイマ管理部２３は、傾き角度が所定の角度以上に１秒以上保たれているかの検出
を行う。動作制御部２４は、ユーザ認証が正しく、かつ傾き角度が所定の角度以上に１秒
以上保たれている場合に、決定された制御内容を実行する（制御手段）。状態監視部２５
は、待受中／通話中／操作中／アラーム鳴音中…等の状態を監視するものである。また、
状態監視部２５は、携帯電話１の開閉を監視しており、閉状態から開状態になると加速度
センサ５を作動させる。
【００４９】
　把持状態情報処理部２２は、加速度センサ５の計測データに基づいて、携帯電話本体の
予め定められた基準となる姿勢からの傾き角度を検出するものである（把持状態情報検出
手段）。本実施例では、携帯電話本体の予め定められた基準となる姿勢について、以下の
ように定義している。
【００５０】
　図６は、把持状態情報処理部２２にて検出される携帯電話本体の予め定められた基準と
なる姿勢を説明するための図である。図６（ａ）では、ユーザ（不図示）が、ユーザ自身
の正面に折り畳み式の携帯電話１を開いた状態にし、かつ、その携帯電話１を立てて持っ
たときの状態を示している。本実施例では、携帯電話１の下部筐体１１の底面１１１が、
地面Ｇ（水平面）に対して水平に保たれている状態を基準となる姿勢とする。そして、携
帯電話１の傾きを表す傾き角度は、携帯電話１の下部筐体面の底面１１１が地面Ｇ（水平
面）となす角度とする。
【００５１】
　本実施例では、説明をわかりやすくするため、図６（ａ）に示すように、地面Ｇ（水平
面）に対して、鉛直方向をＺ軸（鉛直軸）とし、水平方向をＸ軸（水平軸）とする。また
、ユーザは、携帯電話１を時計回りもしくは反時計回りに傾けることとし、Ｘ軸、Ｚ軸と
直交するＹ軸方向の傾きは無視できるものとする。ここでは、ユーザが携帯電話１を時計
回りもしくは反時計回りに傾けたときの加速度成分に含まれる角度に基づいて、地面Ｇ（
水平面）となす角度（傾き角度）が導かれる。したがって、把持状態情報処理部２２は、
加速度センサ５の検出結果に基づいて、携帯電話１の上記傾き角度を求める。この傾き角
度が、本発明にいう把持状態情報の一例に相当する。
【００５２】
　図６（ｂ）は、ユーザ（不図示）が携帯電話１を反時計回りに傾けることによって、携
帯電話１の下部筐体の底面１１１が地面Ｇ（水平面）に対して４５度以上に保たれている
状態を示す図である。ユーザ認証が正しい場合には、この状態が１秒以上保たれると、伝
言メモ機能が起動する。
【００５３】
　図６（ｃ）は、ユーザ（不図示）が携帯電話１を時計回りに傾けることによって、携帯
電話１の下部筐体の底面１１１が地面Ｇ（水平面）に対して４５度以上に保たれている状
態を示す図である。ユーザ認証が正しい場合には、この状態が１秒以上保たれると、通話
機能が起動する。
【００５４】
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　また、図３に示す通り、この携帯電話１には、送受信部８、アンテナ８１が設けられて
いる。アンテナ８１は、音声着信、電子メール着信、その他の着信や発信のための電波を
キャッチし、送受信部８に伝える。送受信部８では、アンテナ８１を介して受信した高周
波信号を復調し、復調によって得られたデータ等を制御部２に出力する。また、この送受
信部８は、制御部２から供給される文字データ、音声信号等を高周波信号に変調し、高周
波の搬送波としてアンテナ５１から発信する。
【００５５】
　また、この携帯電話１には、カメラ撮影用レンズ２０、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕ
ｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）９、および画像信号処理部９１が設けられている。ＣＣＤ９は
、カメラ撮影用レンズ２０を経由してきた被写体光を捉えて画像信号を生成する固体撮像
素子である。画像信号処理部９１は、ＣＣＤ９で生成された画像信号を表示可能な画像デ
ータにするために、Ａ／Ｄ変換処理、ホワイトバランスによる明るさ補正処理等の画像処
理を行うものである。画像信号処理部９１にて生成された画像データはＲＯＭ３に記憶さ
れる。
【００５６】
　[動作]
　次に携帯電話１の動作について説明する。
【００５７】
　図７は、音声認証用の声紋データの生成を説明するためのフローチャートである。
【００５８】
　本実施例では、予めユーザの声紋データを生成するため、ユーザが声紋データ生成用の
文章を読み上げることにより図３に示すマイク１５から音声信号（アナログ信号）を入力
すると、その音声信号（アナログ信号）は、ＡＵＤＩＯインターフェース（Ｉ／Ｆ）７で
デジタル信号に変換され、音声認識部６に出力される（ステップＳ１）。
【００５９】
　次に、音声認識部６は、このデジタル信号からユーザによる音声の特徴量を抽出してユ
ーザの声紋データを生成する（ステップＳ２）。
【００６０】
　続いて、この声紋データは、ユーザ認証用として、図４に示すユーザ識別情報記憶部３
１に記憶される（ステップＳ３）。
【００６１】
　図８は、本発明の一実施形態である携帯電話の動作の一例を表すフローチャートである
。
【００６２】
　まず、ユーザにより携帯電話１の電源ＯＮがなされた後、図８に示すフローチャートの
処理ルーチンが開始され、待受状態に移行する（ステップＳ１０１）。なお、携帯電話１
は、電源ＯＮがなされた後、ユーザによって折り畳められたものとする。次に、音声着信
があると、図２に示す、発光ＬＥＤ１９が発光し、第２の表示部１８には、「着信有り」
のメッセージが表示される（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）。なお、音声着信がないと（ス
テップＳ１０２：ＮＯ）、ステップＳ１０１の待受状態に戻る。
【００６３】
　ここで、ユーザが折り畳まれた状態の携帯電話１を開くと、図４に示す状態監視部２５
は、閉状態から開状態になったことを検出する（ステップＳ１０３：Ｙｅｓ）。この場合
、ユーザが、ユーザ自身の正面に折り畳み式の携帯電話１を開いた状態にし、かつ、その
携帯電話１を立てて持つものとする。続いて、状態監視部２５は、図３に示す加速度セン
サ５を作動させる（ステップＳ１０４）。なお、開状態にされない場合には（ステップＳ
１０３：Ｎｏ）、開状態になるまでステップＳ１０３をループする。
【００６４】
　加速度センサ５が作動すると、図２に示す把持状態情報検出部２２は、携帯電話１の傾
き角度を検出する（把持状態情報検出工程、ステップＳ１０５）。
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【００６５】
　次に、ユーザ認証のための音声認識を行う（入力情報受付工程、ステップＳ１０６）。
具体的には、ユーザが、ユーザ認証のため、例えば、「通話」と発声すると、図３に示す
マイク１５にユーザの音声信号（アナログ信号）が入力され、その音声信号は、ＡＵＤＩ
Ｏインターフェース（Ｉ／Ｆ）７でデジタル信号に変換され、そのデジタル信号は音声認
識部６に出力される。
【００６６】
　音声認識部６では、この「通話」を表すデジタル信号から音声の特徴量を抽出し、ユー
ザの声紋データを生成する。この声紋データは、図４に示すＲＡＭ４の入力情報記憶部４
１に一時的に記憶される。すると、ユーザ認証部２１が、ユーザ認証を行う（ステップＳ
１０７）。具体的には、ユーザ認証部２１は、入力情報記憶部４１を参照し、音声認識部
６で認識された声紋データと、ユーザ識別情報記憶部３１に記憶されている声紋データと
を比較して、一致しているかの認証を行う。
【００６７】
　声紋データが一致している場合には、ユーザ認証が正しい旨の判定がなされ（ステップ
Ｓ１０７：Ｙｅｓ）、動作制御部２４は、携帯電話１が、反時計回りに４５度以上の傾き
を１秒以上保たれている場合には（ステップＳ１０８：Ｙｅｓ）、伝言メモ機能を起動す
る（ステップＳ１０９）。伝言メモ機能が終了すると、この処理ルーチンを終了する。
【００６８】
　また、携帯電話１が反時計回りに４５度以上の傾きを１秒以上保たれておらず（ステッ
プＳ１０８：Ｎｏ）、時計回りに４５度以上の傾きを１秒以上保たれている場合には、（
ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、動作制御部２４は、通話機能を起動する（ステップＳ１１
１）。通話機能が終了すると、この処理ルーチンを終了する。
【００６９】
　また、動作制御部２４では、ステップＳ１１０にて、時計回りに４５度以上の傾きを１
秒以上保たれていない場合には、図１に示す通話キーが押下されるのを待つ（ステップＳ
１１２）。通話キーが押下されると（ステップＳ１１２：Ｙｅｓ）、動作制御部２４は、
通話機能を起動する（ステップＳ１１３）。そして、通話機能が終了すると、この処理ル
ーチンを終了する。一方、通話キーが押下されない場合には（ステップＳ１１２：Ｎｏ）
、ステップＳ１１２をループする。
【００７０】
　ここで、ステップＳ１０７のユーザ認証の処理において、声紋データが一致していない
場合には（ステップＳ１０７：Ｎｏ）、この処理ルーチンを終了する。
【００７１】
　これらのステップＳ１０７からステップＳ１１３までの工程が、本発明にいう制御工程
の一例に相当する。
【実施例２】
【００７２】
　[構成]
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。なお、本発明の第１の実施例と本発明
の第２の実施例とでは、内部構成が一部異なるが、それ以外はほぼ同様の構成を有するた
め、同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し、実施例１と異なる構成について
詳細に説明する。
【００７３】
　本発明の第２の実施例では、電子マネー機能や電子キー機能を使用する場合を想定して
いる。ユーザが携帯電話を閉状態から開状態にすると、音声認識部の処理が作動する。ユ
ーザ認証が正しく行われた場合には、加速度センサが作動して、携帯電話１の傾き角度の
検出結果に応じて、電子マネー機能もしくは電子キー機能を実行する。
【００７４】
　＜携帯電話＞
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　この第２の実施例では、第１の実施例の携帯電話にＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグ（不図示）をさらに設け、動作制御部２
４では、ＲＦＩＤタグと外部無線通信機器であるＲＦＩＤリーダ／ライタとの間で通信処
理を行なわせ、電子マネー機能もしくは電子キー機能のアプリケーションを行う。
【００７５】
　また、この第２の実施例では、図５に示す制御内容情報において、通話機能起動を電子
マネー機能起動に置き換え、伝言メモ機能起動を電子キー機能起動に置き換えるものとす
る。なお、これらの機能は一例であって、電子マネー機能や電子キー機能に限定されるも
のではなく、例えば、乗車券機能など、ＲＦＩＤタグを利用した他の機能であってもよい
。
【００７６】
　次に、この第２の実施例における携帯電話の動作について説明する。
【００７７】
　[動作]
　図９は、本発明の一実施形態である携帯電話の動作の一例を表すフローチャートである
。
【００７８】
　まず、ユーザにより携帯電話１の電源ＯＮがなされた後、図９に示すフローチャートの
処理ルーチンが開始され、待受状態に移行する。なお、携帯電話１は、電源ＯＮがなされ
た後、ユーザによって折り畳められたものとする。
【００７９】
　ここで、図４に示す状態監視部２５では、携帯電話１が閉状態から開状態になるかを監
視しており（ステップＳ２０１）、携帯電話１がユーザによって閉状態から開状態にされ
たことを検出すると（ステップＳ２０１：Ｙｅｓ）、図３に示す音声認識部６では、上述
した通り、ユーザ認証のための音声認識を行う（ステップＳ２０２）。なお、開状態にさ
れない場合には（ステップＳ２０１：Ｎｏ）、ステップＳ２０１をループする。
【００８０】
　続いて、ユーザ認証部２１が、ユーザ認証を行う（ステップＳ２０３）。ユーザ認証が
正しい旨の判定がなされた場合には（ステップＳ２０３：Ｙｅｓ）、加速度センサ５が作
動を開始する（ステップＳ２０４）。一方、ユーザ認証が正しくない旨の判定がなされた
場合には（ステップＳ２０３：Ｎｏ）、この処理ルーチンは終了し、電子マネー機能もし
くは電子キー機能は実行されない。
【００８１】
　加速度センサ５が作動すると、図２に示す把持状態情報検出部２２は、携帯電話１の傾
き角度を検出する（ステップＳ２０５）。傾き角度の検出結果が、反時計回りに４５度以
上の傾きを１秒以上検出した場合には（ステップＳ２０６：Ｙｅｓ）、動作制御部２４は
電子キー機能を起動する。そして、ユーザが、電子キー機能用のＲＦＩＤリーダ／ライタ
に向けて、携帯電話１を近距離無線通信が可能な距離に近づけると、動作制御部２４は、
ＲＦＩＤタグを介して、電子キー機能用のＲＦＩＤリーダ／ライタと通信を行い、ユーザ
は、所定の部屋に入室することができる。電子キー機能が実行されると、この処理ルーチ
ンは終了する。
【００８２】
　一方、傾き角度の検出結果が、反時計回りに４５度以上の傾きを１秒以上検出せず（ス
テップＳ２０６：Ｎｏ）、時計回りに４５度以上の傾きを１秒以上検出した場合には（ス
テップＳ２０８：Ｙｅｓ）、動作制御部２４は電子マネー機能を起動する。そしてユーザ
が、電子マネー機能用のＲＦＩＤリーダ／ライタに向けて、携帯電話１を近距離無線通信
が可能な距離に近づけると、動作制御部２４は、ＲＦＩＤタグを介して、電子マネー機能
用のＲＦＩＤリーダ／ライタと通信を行い、ユーザは、電子マネーの決済をすることがで
きる。電子マネー機能が実行されると、この処理ルーチンは終了する。
【００８３】
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　また、ステップＳ２０８にて、時計回りに４５度以上の傾きを１秒以上検出しなかった
場合には、この処理ルーチンは終了する。
【００８４】
　以上より、誤動作を防止しつつセキュリティにも配慮するとともに所定の機能を容易に
操作できる操作性に優れた情報処理端末が得られる。
【００８５】
　なお、上記実施例において、ユーザ認証を行うタイミングは、加速度センサを作動させ
る前後のどちらでもよく、また、ユーザ認証と加速度センサによる傾き角度の検出を同時
に行って、上述した機能の実行を行ってもよい。
【００８６】
　また、上記実施例においては、ユーザ認証用のユーザ識別情報として、ユーザの声紋デ
ータを用いたが、ユーザ識別情報は、ユーザの声紋データに限られず、例えば、ユーザの
顔の画像データを用いてもよい。
【００８７】
　この場合、図２に示す撮影レンズ２０から、予めユーザの顔を撮影して、ユーザの顔の
静止画像データを図４に示すユーザ識別情報記憶部に記憶しておく。例えば、ユーザがカ
メラ機能をオンにして、ユーザが携帯電話１を閉じた状態で図２に示すカメラ撮影用レン
ズ２０を正面に向けることにより、ＣＣＤ９にて、カメラ撮影用レンズ２０を経由してき
たユーザの顔の被写体光を捉えて画像信号を生成し、続いて、画像信号処理部９１でユー
ザの顔の画像データを生成する。このユーザの顔の画像データとユーザ識別情報記憶部に
記憶されているユーザの顔の画像データと比較し、認証が正しければ、図９に示すステッ
プＳ２０４（加速度センサＯＮ）以降の処理を行うことにより電子キー機能や電子マネー
機能を行ってもよい。
【００８８】
　また、指紋認証手段を携帯電話１に新たに設けて、ユーザの指紋をユーザ識別情報とし
てもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明は、携帯型の情報処理端末に利用することができ、産業上の利用可能性を有する
。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の一実施形態としての携帯電話の正面図である。
【図２】図１に示す携帯電話が折り畳まれた状態を表す正面図である。
【図３】図１に示す携帯電話の内部構成図である。
【図４】図３に示す制御部、ＲＯＭ、およびＲＡＭの内部構成を示す図である。
【図５】制御内容情報の一例を示す図である。
【図６】把持状態情報処理部にて検出される携帯電話本体の予め定められた基準となる姿
勢を説明するための図である。
【図７】音声認証用の声紋データの生成を説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態である携帯電話の動作の一例を表すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態である携帯電話の動作の一例を表すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９１】
１　携帯電話
２　制御部
３　ＲＯＭ
４　ＲＡＭ
５　加速度センサ
６　音声認識部
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７　ＡＵＤＩＯインターフェース（Ｉ／Ｆ）
８　送受信部
９　ＣＣＤ
１０　上部筐体
１１　下部筐体
１２　第１の表示部
１３　スピーカ
１４　操作部
１５　マイク
１６　メニュー切替・実行キー
１７　前面
１８　第２の表示部
１９　発光ＬＥＤ
２０　カメラ用撮影レンズ
２１　ユーザ認証部
２２　把持状態情報処理部
２３　タイマ管理部
２４　動作制御部
２５　状態監視部
３１　ユーザ識別情報記憶部
３２　制御内容情報記憶部
４１　入力情報記憶部
８１　アンテナ
９１　画像信号処理部
１１１　底面
１３１　スピーカ発音口
１５１　受話口
１６１ａ、１６１ｂ、１６１ｃ、１６１ｄ　メニュー切替キー
１６２　実行キー



(14) JP 5607286 B2 2014.10.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 5607286 B2 2014.10.15

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(16) JP 5607286 B2 2014.10.15

【図９】



(17) JP 5607286 B2 2014.10.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－２８９３４８（ＪＰ，Ａ）
              特開平８－２２３２８１（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２２４６６３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１４３２９０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－２２９５４９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04M  1/00
              H04M  1/24-1/82
              H04M 99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

